
 

 

益子町議会基本条例 

 前 文 

 益子町民（以下「町民」という。）から選ばれた益子町議会議員（以下「議員」という。）

で構成される益子町議会（以下「議会」という。）は、同じく選ばれた町長と共に二元代表

制のもと、町民の代表機関として、地方自治の本旨に基づき、町民本位の町政を実現する責

任がある。地方分権の進む中、地方自治体の自己決定、自己責任のもと議会の役割と責任は

益々大きくなっている。 

先人達が築いた歴史と伝統を受け継ぎ、より豊かな益子町へと発展させるため、これまで

以上に公正性及び透明性を確保し、町民との情報の共有化を図り、広く意見を町政に反映さ

せ、最良の議会運営をしなければならない。 

議会は、これらの理念に基づいて、役割、権限及び責務を明確にして町民に信頼され開か

れた議会とすることを決意し、ここに益子町議会基本条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、二元代表制のもとで議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項

を定めることにより、持続的な活力ある町づくりと町民の生活及び福祉の向上に寄与す

ることを目的とする。 

 【解説】 

１．二元代表制の一翼を担う議会について、活動原則や町民及び町長等との関係など、基本的な事項

を明文化することにより、議会の活性化に取り組み、町民の負託に応えることを定めています。 

 

 （議会の活動原則） 

第２条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、町民に開かれた議会を

実現しなければならない。 

２ 議会は、政策等に対して、共通認識及び合意形成を図ることにより、政策の立案及び提

言を推進するため、政策討論を行うものとする。 

３ 議会は、政策の決定を行なうとともに、町長その他の執行機関（以下「町長等」という。）

と常に緊張ある関係を保ち、町の事務執行について監視及び評価を行なうものとする。 

【解説】 

１．町民の代表によって構成される議会は、町民に開かれたわかり易い議会を実現するため、広報広

聴機能の充実や町民が議会活動にかかわりを持つ機会を設けます。 

２．議会は、議事機関として町長等から提案された議案や町民から提出された請願、陳情の審議や調

査を行います。また、議会は政策討論を行うことにより独自に政策や条例を立案し、町の政策水準

の向上のため、条例の提案、議案の修正、決議等により、町長等に対して政策提言にも取り組みま

す。 

３．議会は、町長等から提出された政策等について、常に町民の代表という立場で、町の事務執行に

対しても、監視するだけではなく必ず費用対効果も含めて評価を行います。 

 



 

 

 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、町民全

体の代表者であることを深く認識し、町民の負託に応える活動をしなければならない。 

２ 議員は、日常の研鑚によって、議員としての資質の向上及び政策能力の強化を図るもの

とする。 

【解説】 

１．議員は、町民から負託を受けたことを常に意識し、町民の代表として町政に関する諸問題や町民

の多様な意見を的確に把握するよう活動します。 

２．議員は、資質を向上させるため、絶えず研鑽に努め、日頃から町政に関する調査や研究活動を行

います。 

 

 （町民と議会との関係） 

第４条 議会の会議及び議会活動に関する情報は、公開とする。 

２ 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、町民の専門的知見又は政策的意見を討議

に反映させるものとする。 

３ 議会は、請願及び陳情を提案者による政策提案と位置付け、必要に応じて提案者の意見

を聴く機会を設けるものとする。 

【解説】 

１．議会に関する情報を積極的に提供するとともに、議会における会議等は公開とし、審議や審査の

過程を明らかにすることにより、議会の透明性を高めていきます。 

２．町民の意見や専門的な知識を議会の審議や審査に反映させるため、地方自治法に基づく参考人制

度や公聴会制度を活用します。 

３．町民の議会活動への参加の機会ととらえ、更なる議会活動の活性化を図るために、請願、陳情提

出者に意見を述べる機会を与えるものです。 

 

 （議会報告会） 

第５条 議会は、町民への報告及び町民との意見交換の場として、議会報告会を行うものと

する。 

【解説】 

  １．議会は、町民の代表として町政に関する諸問題を的確に把握し、町民の声を議会運営に反映さ

せるため議会の報告会や意見交換会を実施します。 

 

 （町長等との関係） 

第６条 議会は、町民に分かりやすくするため、本会議における質疑応答を、原則として、

一問一答の方式により、論点を明確にして行うものとする。 

２ 議会は、本会議、委員会その他の会議（以下「本会議等」という。）の質疑応答におい

て、町長等に対し、的確に回答するよう求めるものとする。 



 

 

 

３ 町長等は、本会議等の質疑応答において、質疑の内容が明らかでないときは、議長又は

委員長の許可を得て、反問することができる。 

【解説】 

 １．本会議での一括質疑一括答弁では、論点や争点が不明瞭になりがちなので、町民にわかりやすい

議会運営をするために一問一答の方式を行います。 

２．議員自らも質問の際には、要点を整理のうえ簡潔にし、答えるほうも要点を整理のうえ、答弁又

は説明を求めていきます。 

３．会議において、議員からの質問の趣旨や内容を確認するために、反問権（町長等が議員又は委員

の質問の趣旨又は根拠等を確認する権利）を付与することによって論点が正確に把握され町長等

の答弁がより明確になります。 

 

 （政策等の形成過程の説明） 

第７条 議会は、町長等が提案する重要な政策、計画、施策、事業等（以下「政策等」とい

う。）について、次に掲げる事項の説明を求めることができる。 

（1）政策等を必要とする理由及び背景  

（2）立案及び執行における町民参画の有無とその内容  

（3）実施に係る財源措置  

（4）将来における効果及び費用  

【解説】 

 １．議会は、町長等から提案された重要な政策等に対しては、必ずその背景や目的、根拠、財源や将

来にわたるコスト等の説明を求めます。 

  

（議員間の討議） 

第８条 議会は、言論の場であることを認識し、議員相互の自由な討議を中心とした運営を

しなければならない。 

２ 議会は、議案審査等において、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を

図るものとする。 

【解説】 

 １．議会は、議員間で自由討議が活発に行われることにより、議論が深まります。  

２．議会は、議員間の自由討議により、異なった視点やより深い識見を議員間で共有することがで

き、議決結果や政策形成に至る過程において、多様な意見も反映されます。 

 

 （研修及び調査研究） 

第９条 議会は、政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、議員の研修を行うものと

する。 

２ 議員は、自己の資質並びに政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、研修及び調

査研究を行う。 



 

 

 

【解説】 

  １．議会の政策立案機能や監視機能を充実させるために、議会による議員研修会を開催します。 

 ２．議員個人も、自らの資質の向上や政策立案等の能力の向上を図るために、研修や日頃の調査研究

に積極的に取り組みます。 

 

（政務活動費)  

第１０条 議員又は会派は、政務活動費を政策立案及び調査研究等に資するため、適切に活

用し、その使途の透明性を図るものとする。 

【解説】 

  １．議会では、政務活動費の交付や収支報告については「益子町議会政務活動費の交付に関する条

例」や「益子町議会政務活動費の交付に関する規則」で定めてあり、更に政務活動費の具体的な

使途を明確にするために、「益子町議会政務活動費使途基準」を定め、この基準により、政務活

動費を交付目的に従い有効に活用し、今後も積極的に町政に関する調査研究を行います。 

 

（議員の政治倫理) 

第１１条 議員は、町民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力

を不正に行使することなく行動しなければならない。 

【解説】 

 １．議会は、益子町議会基本条例と同時に「益子町議会議員政治倫理条例」を発案制定し、目的とし

て「議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与する」と定

めました。議員は、常に倫理意識を高く持ち町民の模範となるよう努めます。 

 

（議員の定数及び報酬） 

第１２条 議員の定数及び報酬は、町政の課題及び将来の展望、町民の多様な意見の反映等

を十分考慮しなければならない。 

 【解説】 

  １．議員定数は「益子町議会の議員の定数を定める条例」、報酬については「益子町議会の議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例」に定めていますが、改正等については、町民を含む第三者機

関による議員活動の客観的な評価等を参考にします。 

 

 （最高規範性） 

第１３条 この条例は、議会に関する最高規範であって、議会は、議会に関する他の条例等

を制定し、又は改廃する場合において、この条例の趣旨を尊重しなければならない。 

 【解説】 

  １．益子町議会基本条例は、議会に関する最高規範性をもっていることを定めたもので、他の条例及

び規則等の制定、改廃にあっては、基本条例の趣旨を尊重し、この条例の制定内容との整合性を図

るものとします。 



 

 

 

 （検証及び見直し） 

第１４条 議会は、この条例の目的の達成状況を検証するものとし、その検証の結果、制度

の見直し等が必要であると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講ずるも

のとする。 

【解説】 

  １．本条例に掲げる目的が実現するよう、その実効性について検証し、その検証の結果改善すべき点

が生じたときは、改正等の適切な措置を講じます。 

 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


